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子供の命をみんなで守る！ 

『不審者対応の手引き』を新たに作成 

と き 防災防犯教育研修会 １２月１７日（火） 午後２時～午後４時 

と こ ろ 練馬区役所 本庁舎多目的会議室（豊玉北６－１２－１） 

練馬区教育委員会（以下、区教育委員会）は、６月２８日に区内で発生した児童切り付け

事件を教訓として、『不審者対応の手引き』を新たに作成し、練馬区立学校（幼稚園、小・

中学校）へ１７日に配付した。区内の私立幼稚園については、１月に配布する。 

６月の事件では、登下校時の校外における不審者対応をどう図るかという課題が挙がり、

新規に『不審者対応の手引き』を作成することとなった。昨年度『地震対策の手引き』の改

訂に携わった学校防災対策委員会の校長および教員が作成に関わった。この２種類の手引き

により、災害安全と生活安全の関連を総合的に図られるようにした。 

手引きは、学校に不審者が侵入した場合の対応、および登下校時に緊急事態が発生した場

合の対応を中心に構成している。 

特徴は、 

① 安全教育の視点から、危険を予測し回避する能力

の育成を目指し、「自分の命は自分で守る」ことが

できる力を子供にしっかりと身に付けさせること

の意義 

② 学校における防犯に関する危機管理の在り方 

③ 「子供の命は大人みんなで守る」を合い言葉とし

た保護者・地域・地元企業との連携の在り方 

についてまとめ、その周知のために冊子版と概要版に加えて、カード形式の対応集を作成し

たことである。 

区教育委員会は、まず事件による被害の未然防止に向けての取組として、学校と保護者、地

域社会および関連機関の連携の在り方について、体制の構築を進めるよう指導・助言するとと

もに、緊急事態発生時の迅速かつ適正な対応につなげていくようにしていく。 

１７日には、区立学校関係者を対象とした防災防犯教育研修会を開催した。学識経験者を

招き、事例に基づいた講義の中で、手引きの内容の周知と認識の共有化を図る。 

区教育委員会では、今回の手引きの配付と研修会により、それぞれの実情に応じた学校ご

との「危機管理マニュアル」の見直しと改善を進める。 

【今後の取組】 

① 『不審者対応の手引き』に基づき、各校の危機管理マニュアル 

の更新を働きかける。 

② 教職員対象の防災防犯教育研修会を開催し、その中で、警察等 

の外部関連機関や学識経験者との連携のもと、実技講習および 

事例検討を含む研修を実施する。 

③ 防犯教育を校内研修等に位置付ける学校を募り、実施にあたって 

支援を行う。                          不審者対応の手引き 

【問い合わせ】教育委員会教育振興部教育指導課管理係 電話 03－5984－5746 

事件の様子を話す大泉第一小学校副校長 


